
令和４年度 

「ふれあい地域懇談会」報告書 

 

＜ 西鎌倉地域 ＞ 

 

日      時 令和４年８月５日（金） 午後２時～４時 

場      所 腰越支所 多目的室 

出  席  者 自治会・町内会代表 ８名 

地域団体代表      ５名  計13名 

鎌倉市               ９名 

内      容  

第 １ 部 市長からの説明...................................... P. 1 

「共生社会の取組み、本庁舎整備について」 

 

第 ２ 部 地域の懸案事項に関する報告.......................... P. 16  

① 防犯カメラ設置費補助申請の問題 

② 電動車椅子が走り難い歩道の改善要望 

 

第 ３ 部 本年度の地域の議題に関する懇談......................P. 43

① 市道における制限速度遵守への働き掛け 

② 地域の空き家と崖のリスクについて 

③ 小中学校の統合計画の現状と今後の進め方（西鎌小、手広 

中学が腰越小学校と腰越中学校へ統合？） 

④ ふれあい地域懇談会のあり方と市の広報のあり方・全市的

あるいは地域別の行政課題の集約と対応等の発信方法整備 

⑤ やまゆり坂のがけ地（市有地部分）の防護 

⑥ 手広４丁目30-6下水道占有料の納付についての疑問 

⑦ 道路のフェンス更新依頼 

 

  



出席者名簿  （敬称略） 

 

【自治会・町内会等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤 幸彦 会長 

2 新鎌倉山自治会 岡村 博之 副会長 

3 御所ヶ丘自治会 西田 哲治 会長 

4 南鎌倉自治会 河村 美子 会長 

5 西鎌倉山自治会 川口 伸 会長 

6 手広町内会 内海 直和 会長 

7 谷際自治会 川原 祐紀 会長 

8 手広片岡町内会 笠嶋 輝雅 会長 

 

【その他の団体等】 

 団      体      名 氏    名 備    考 

1 
西鎌倉地区社会福祉協議会 

第十地区民生委員児童委員協議会 
千代 美和子 会長 

2 保護司会 前川 昌子   

3 西鎌倉地区高齢者団体 池田 隆明 代表 

4 西鎌倉地区スポーツ振興会 和田 護 会長 

5 鎌倉市社会福祉協議会  高橋 寿美 
生活支援コーディ

ネーター 

 

【鎌倉市】 

 役              職 氏    名 備    考 

1 鎌倉市長 松尾 崇  

2 市民防災部長 永野 英樹  

3 総務部長 内海 正彦  

4 共生共創部長 服部 基己  

5 まちづくり計画部長 林 浩一  

6 都市景観部長 古賀 久貴  

7 都市整備部長 森 明彦  

8 教育文化財部長 佐々木 聡  

9 腰越支所長 青木 達哉  
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第１部 市長からの説明 

 【全地域共通】 
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第１部 市長からの説明に対する意見・懇談 

 

＜西鎌倉山自治会 川口会長＞ 

 鎌倉市でのコンポストの助成金９割というのはすばらしいことだと私も思っておりまして、利用させてい

ただいているんですけれども、もっともっと普及させればと思う。生ごみが一番多いということで、それをキ

エーロのように全てなくなっていくようなタイプのコンポストでしたら、それはそれでいいかと思うのです

けれども。 

例えば、それを循環という形でたい肥にするというような取組をした場合に、たい肥を皆さんに言われない

限りは使うこともないかと思うんですが、この辺りのグリーンベルトであったり、植込みって作りがなかなか

きれいな手入れが行き届いていないかなと。鎌倉市だけではなく、それはどこもそうだと思うんですね、なか

なか難しい問題なのかなと思うんですけれども。 

そういうところをもっと市民が介助するような、みんな好きなように食べられるものを植えたりだとか、欧

米ですとエディブルタウンとか言ってそのような活動していますよね。今、これが食糧事情の問題もあります

し、そういった取組の仕方ということによって、ごみをそちらのほうに循環されればよりいいなというように

考えていましたので、そちらのほうも考えていただけたらいいなと思います。 

 

＜松尾市長＞ 

そうですね。食べられる実のなるような木を地域で植えていくというのが、イギリスなどでも積極的に行わ

れているというところは存じ上げるところです。ご提案として受け止めさせていただいて、そういうところを

地域の皆さんとも連携して何かできることによって、ごみの問題も一部解決できるところがあればいいなと

思います。ありがとうございます。 

 

＜御所ヶ丘自治会 西田会長＞ 

戸別収集について検討中ということですが、これは具体的に何年度を目指すとか、そういったことはあるの

でしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

まだ明確に何年度スタートというところまでは決まっていないという状況ですが、今年度中には一定程度の

仕組み・方向性のようなところは皆さんに説明できるような形にして、それがご理解得られればなるべく早い

段階でスタートできるように取組んでいきたいと考えております。 

 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会 第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

プラスチックごみの関連で、都市部だと東京や横浜など、ほかの都市はプラスチックをそのまま全部まとめ

て捨てることが多い。鎌倉は容器・包装に関するものだけ分別をするという形になっていますが、収集後のこ

とについての情報というのは何かお持ちでしょうか。 

というのは、プラスチックのごみと言いますか、容器というか、汚れているものも多くて、どこまで洗おう
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かとか、洗って捨てたほうがいいのだろうかとか、その後どうしたらいいのだろうかというようなこと、それ

からそういうあまりきれいに洗えていないものが集められた後、かびが生えていたり、いろんな状況があると

いうように伺っております。とりあえずどこまでやるのかとか、あるいはそれを集めた結果どういう形になっ

ているのか、どういう処理方法になっているのかというあたり、お分かりになっていたら教えていただきたい

と思います。 

 

＜松尾市長＞ 

本当にそこが一番頭の痛いところでもございまして、容器包装プラスチックにつきましては、これは言い訳

するわけではないのですが、国がつくった枠組みという形になりますので、実はこれ、プラスチックであれば

何でも容器包装プラスチックになるかというと、ならないという、こういう状況で分別していただくのはすご

く悩みが多いものだと認識します。 

ただ、ここの枠組みはなかなか市のほうで独自で変えるというわけにはいきませんので、容器・包装プラス

チックに当たるものは、できれば分けていただいて、それを収集したいと考えています。おっしゃるようにそ

の後どうなっているのというところについては、説明が足りなかった部分ありまして、実際には手作業で一つ

一つ仕分けしています。 

ですので、汚れているものがあると、それは避けて燃やすごみに回さざるを得ませんし、よく良かれと思っ

てプラスチックの中に小さいプラスチックを詰めていただく方がいらっしゃいますが、あれも実は全部そこ

から手作業で分けているという状況もあります。 

今後、その辺りをお伝えできるように工夫をしていきたいと思っています。よく街中で聞くのは、容器プラ

を出しても全部燃やしているのでしょうなんて言われるのですが、決してそんなことはございませんので、そ

の辺りも含めてちゃんとご理解いただけるようにしたいと思います。 
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第２部 

地域の懸案事項に関する報告 
 

04西鎌倉２-１ 防犯カメラ設置費補助申請の問題 

04西鎌倉２-２ 電動車椅子が走り難い歩道の改善要望 
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令和４年度ふれあい地域懇談会（第二部）  回答票 

 

番 号 04西鎌倉２-１ 

テ ー マ 防犯カメラ設置費補助申請の問題 

概 要 補助制度の見直し等の進捗状況及び今後の予定について。 

担 当 部 課 市民防災部 地域のつながり課 

 

議題に対する回答等 

市では、地域住民の防犯意識を高め、地域と一体となった、安全・安心のまちづ

くりを進めるため、自治・町内会等の自主防犯団体が防犯カメラを設置する際、経

費の一部を助成する制度を設けています。 

当該制度は設置費の４分の３を神奈川県と市で助成するものですが、市ではこれ

に加えてカメラ機器の更新費や故障時の修繕費についても、令和４年度から、新た

に補助対象とし、補助要綱の改定を行いました。 

設置費（更新費を含む）については、従来どおり補助率を４分の３とし、補助上

限額は 23万円です。 

修繕費については、補助率が４分の３で、補助上限額は 10万円です。 

現在、制度開始後に補助対象となった防犯カメラの設置台数は計 79 台で、引き

続き自治会・町内会からの新規設置要望が多く寄せられており、市としては、現段

階の喫緊の課題は、新規設置の推進と捉えております。 

一方で、既に防犯カメラを設置して維持管理を行う団体に対する積極的な支援と

して、機器の更新や修繕に対しても補助対象を拡充することで、更なる地域防犯力

の向上と犯罪抑止をはかってまいります。 

添付資料 
神奈川県地域防犯力強化支援事業補助金交付要綱 

鎌倉市地域防犯カメラ設置費補助金交付要綱 
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令和４年度ふれあい地域懇談会（第二部）  回答票 

 

番 号 04西鎌倉２-２ 

テ ー マ 電動車椅子が走り難い歩道の改善要望 

概 要 進捗状況及び今後の予定について 

担 当 部 課 都市整備部 道路課 

 

議題に対する回答等 

 昨年 11月に腰越支所へ掲示いただいた「発見！危険個所！」マップにつきまし

ては、本市職員も拝見し、全箇所について現場確認を行いました。 

 歩道が狭く通行し辛い箇所の改善につきましては、拡幅のための用地の買収等

が必要なことから、早期の対応が難しい状況です。 

また、車道から車庫にかけて歩道が傾いている箇所の改善につきましても、隣接

敷地との高低差が決まっていることから、車道を含めた当該路線の大規模な改修

が必要となり、早期の対応が難しい状況です。 

 横断側溝の補修及び横断歩道の境界ブロックの切り下げ等につきましては、順

次改修を実施してまいります。 

 なお、県道でのご要望箇所につきましては、県道の管理を行っている神奈川県藤

沢土木事務所に情報提供を行っております。 

添付資料  
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第２部 「地域の懸案事項に関する報告」に対する意見・質疑 

① 防犯カメラ設置費補助申請の問題 

② 電動車椅子が走り難い歩道の改善要望 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会 第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

昨年ですかね、今お話しくださいました計画について行っていた者なのですが、道路課の方が見てください

まして、全部をチェックしましたと、そのお話を伺ったときにチェックしたものは、県に送るべきものは送る、

それから、民間の土地に関しては、それぞれ対応をしますという話は伺っています。その結果、どのような形

になったのかを書面でいただくお話になっているのですが、５か月近く経ちまして、まだいただいてないので、

その後どうなっているのか。やってくださっているとは思います。そのような話も報告もいただいております

ので、その後どういった形なのかということを教えていただけたらと思います。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

すみません。私は現場を確認して、それぞれ順次手配しているというところは伺っております。その結果に

つきましては、確認して千代会長にお送りするようにいたしますので、よろしくお願いします。 

  



43 

 

第３部 

 本年度の地域の議題に関する懇談 
 

04西鎌倉３－１ 市道における制限速度遵守への働き掛け 

04西鎌倉３－２ 地域の空き家と崖のリスクについて 

04西鎌倉３－３ 
小中学校の統合計画の現状と今後の進め方（西鎌小、手広中

学が腰越小学校と腰越中学校へ統合？） 

04西鎌倉３－４ 

ふれあい地域懇談会のあり方と市の広報のあり方・全市的あ

るいは地域別の行政課題の集約と対応等の発信方法整備のお

願い 

04西鎌倉３－５ やまゆり坂のがけ地（市有地部分）の防護 

04西鎌倉３－６ 手広４丁目 30-6下水道占有料の納付についての疑問 

04西鎌倉３－７ 道路のフェンス更新依頼 
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令和４年度ふれあい地域懇談会 第３部 回答票 

 

番 号 04西鎌倉３－１ 

テーマ 市道における制限速度遵守への働き掛け 

内容詳細 

当自治会の区域内におけるメイン道路として、鎌倉消防署深沢出

張所から豊島屋笛田工場近辺で県道３２号線に合流する市道があ

る。 

この市道は、度々渋滞となる手広交差点を通らずに県道３０４号

線と３２号線を相互に行き来できることから、多くの自動車が抜け

道として使う傾向にある。制限速度は 30km/hであるが、これを守

らずに走行する自動車が後を絶たず、一昨年には歩行者と自動車の

接触事故も発生している。 

昨年は、当該市道における制限速度表示や横断歩道の塗装が薄れ

てきており、自動車からも見難くなっていることを各方面へ働き掛

けた所、道路標示の再塗装や標識の更新、横断旗の設置などをして

頂き、安全運行に向けて一歩前進した。但し、当該道路を制限速度

超過で走る自動車が無くなったわけではなく、引き続きどのように

制限速度を遵守させる施策があるかを模索して行きたいと考えてい

る。   

担当部課 まちづくり計画部 都市計画課 

 

議題に対する回答等 

県道 32 号線と 304 号線を結ぶ市道などの生活道路における通過車両の速度超過

対策につきましては、神奈川県警に対し移動式（可搬式）オービスによる取り締ま

りを要望しております。 

今後、地元や鎌倉警察署と連携しながら対策について検討してまいります。 

添付資料 
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第３部 本年度の地域の議題に関する懇談 

 

① 市道における制限速度遵守への働き掛け 

＜谷際自治会 川原会長＞ 

道路の塗り直しとか、そういうことをしていただいたという実績があるのですが、先日そこの道路を歩いて

いると、タクシーがすごいスピードで走り去って、多分60キロくらい出ていたと思います。これは個々の運転

者のモラルとかの問題というのもかかってきまして、道路の施策だけでは何ともならないところがあるとい

うのは私も重々承知しております。ただ、例えば、道路に凹凸を付けて速度が物理的に出ないようにできない

かとか、あるいは、もっと何か警告のようなものを書けないかとか、そういった要望が自治会内で出ていると

いうのも事実です。 

この速度取締りをやるということは、毎日行うとはいかないでしょうから不定期に抜き打ち的にやるという

ことだとは思っておりますが、そのような情報を発信していただきたいと思っております。私がそのように思

ったのは、この場所は速度取締りを行っているところですとか、高速道路なんかは、よく速度取締りを実施し

ています、という内容の看板がありますけれども、そのように周知ができないものかな、と思いました。また、

この問題は、谷際自治会だけではなく、手広片岡町内会でも同様に起こっています。今日手広片岡町内会の笠

嶋さんもお越しになられていますので、何か補足説明等ありましたら。 

 

＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

いえ、手広片岡町内会では大体、どのような対策を講じようか、という方向性が決まりましたので。 

 

＜谷際自治会 川原会長＞ 

実は、手広片岡町内会ではバンクをつけるといった話がありましたが、バンクを付けてしまうと、坂が多く

あるため、低速で通行する車に対して問題が出るのではないか、ということで、見送りとなったと聞いており

ます。速度制限をしていただくということは、一応、前向きなご回答だと思っていますので、今後もその方向

に向けて進めていただければと思います。特に私から何かそれに対して言うことはないのですが、先ほど申し

上げたように、速度制限について施策を実施していますという情報を積極的に発信していただけるといいな、

と思っております。 

 

＜松尾市長＞ 

 わかりました。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

確か、何か速度制限の塗装とかが見えにくいとか、その辺りは解決したはずですよね。 

 

＜谷際自治会 川原会長＞ 

 多少は解決しましたが、一部まだ薄れているところはあります。 
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＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

要するに30キロ制限とか横断歩道とかも薄れていて見えないとか。 

 

＜谷際自治会 川原会長＞ 

横断歩道手前にある表示がありますけれども、一部薄れているところがある。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

その辺りのところを引き続き対応していただきながらやるしかないですよね。 
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令和４年度ふれあい地域懇談会 第３部 回答票 

 

番 号 04西鎌倉３－２ 

テーマ 地域の空き家と崖のリスクについて 

内容詳細 

①新鎌倉山住宅地のガスト側の入り口にある川沿いの崖が大変危

険なので、対策をお願いしたい。 

②住宅地内で、自治会脱会している、空家が朽ちてる段階での周

囲へのリスクを改善していただきたい。空家のオーナーは既に自治

会員ではないので、自治会としては何も手を打つことができない一

方、自治会員へのリスクを軽減しなければならない状況。 

担当部課 都市景観部みどり公園課 都市整備部都市整備総務課 

 

議題に対する回答等 

① 新鎌倉山住宅地のガス都側の入り口にある川沿いの崖について、現場確認を

行うとともに、地権者等の調査を行い、必要な対応策等について検討してい

きます。 

② 空家等は個人の財産であるため、所有者または管理者の責任で適切に管理す

ることが前提であり、行政としてできることは限られているのが現状です。 

しかしながら、自治会内に空家等がある場合は、空家対策の担当課である都市整

備総務課へ通報を頂ければ、職員が現地調査を実施し、「空家等」であることが確

認でき次第、所有者等の連絡先を調べ、適切な管理をするよう書面にて指導いたし

ます。 

添付資料 令和４年度空き家対策リーフレット 
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② 地域の空き家と崖のリスクについて 

＜新鎌倉山自治会 岡村副会長＞ 

ガストの崖は、市の区画ではなくて一般の方の所有地ということなのですね。危なくないようによろしく

お願いいたします。 

あと空き家ですけれども、私、勉強不足ですみません。市にご相談できる窓口があることを知りませんでし

た。我々の自治会の中は、別荘的に住んでいる方が過去、結構いらっしゃっていて、そのような方がそのまま

住まなくなって放置していると。表札も外れてしまっていて、私みたいな後から入ってきた人は住所も分から

なくて、住所も分からないとどう記載したらいいだろうなというところに悩みを持っておりますが、市に連絡

をさせていただいて、現地確認に至るように進めさせていただきたいと思います。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

空き家は今、全国的に話題になっていますよね。鎌倉市全体としてもかなりこの問題は大きいかと思います

が、何か全体としての対応、個別対応等があるのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

全体としての対応というところですけれども、基本的な対応は、このような形で所有者・管理者の方にとい

うことになります。ただ一方で、これを活用していくというところにつなげられればいいとも思っておりまし

て、一部、今泉台の自治会ですとか、城廻のほうで空き家の所有者のご厚意で自治会、地域の方の集会場所と

して使っていたりですとか、居場所として使っていたりという事例も出てきていますので、そのようなところ

もご案内させていただきながら、何か地域に貢献していただけるように促すようなことも、ぜひ、積極的にや

っていきたいと考えています。 
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令和４年度ふれあい地域懇談会 第３部 回答票 

 

番 号 04西鎌倉３-３ 

テーマ 

小中学校の統合計画の現状と今後の進め方（西鎌小、手広中学が腰

越小学校と腰越中学校へ統合？ 

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/facility/documents/ 

kamakura_saihen_djt1.pdf の P.18） 

内容詳細 

今後の進め方についてお伺いし、懇談いたしたいと存じます。 

具体的にどのように進めていくのが住民と行政にとってハッピー

な結果となるとお考えでしょうか？このテーマは御所ケ丘のみなら

ず、同様の懸念を抱いている他の市民の皆様の懸念事項であると思

います。 

 

また、細かなことで恐縮ですが 

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/facility/documents/ 

kyo_senteinokangaekata_2903.pdf 

のうち P.10,P11の H33（2021）年度推計値と実数の比較もご教示

願います。 

担当部課 
総務部 公的不動産活用課 

教育文化財部 学校施設課 

 

議題に対する回答等 

鎌倉市公共施設再編計画（以下「再編計画」という。）では、公共施設にこだわ

らない公共サービスの提供を図るために、学校を中心とした再編、複合化を検討す

ることとしており、各行政地域内に地域の拠点となる学校を１校選定し、教育環境

の維持向上や安全性に配慮した上で地域活動支援機能等を統合した地域拠点校と

して整備していくこととしています。 

今後、地域拠点校となる学校建替え等に合わせ、学習センターや老人福祉センタ

ー、図書館等の機能のうち、各行政地域に必要な機能を精査した上で、地域活動の

場や多世代が多目的に利用できる多世代交流スペースとして機能を集約していき

ます。 

また、現在、令和５年度を目途に、学校施設の改築や長寿命化改修の方向性等を

示す学校施設計画の策定に取り組んでおり、これを踏まえて老朽化した学校施設の

計画的な整備を行っていきたいと考えています。 
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なお、再編計画ダイジェスト版（Ｐ18）では、長期的な小中学校の数を設定し検

討を行っていますが、この数値は将来のコスト試算のための仮定であり、現時点で、

将来の学校数等が決定したものではありません。 

 

地域拠点校選定の考え方（Ｐ10，11）におけるＨ33推計値（児童生徒数及び学級

数）に対する、令和３年（５月１日時点）の実数は、下表のとおりです。 

 

腰越地域の小中学校 

学校名 

児童生徒数（人） 学級数（学級） 

Ｈ33 

推計値 

令和３年 

実数 

Ｈ33 

推計値 

令和３年 

実数 

腰越小学校 363 379 12 14 

西鎌倉小学校 583 673 18 20 

七里ガ浜小学校 238 276 8 11 

腰越中学校 320 335 9 9 

 

深沢地域の小中学校 

学校名 

児童生徒数（人） 学級数（学級） 

Ｈ33 

推計値 

令和３年 

実数 

Ｈ33 

推計値 

令和３年 

実数 

深沢小学校 704 740 20 22 

山崎小学校 691 670 22 21 

富士塚小学校 228 206 8 9 

深沢中学校 492 513 14 15 

手広中学校 282 294 8 9 

 

  

添付資料 

 資料１ 鎌倉市公共施設再編計画ダイジェスト版（抜粋） 

 資料２ 地域拠点校選定の考え方（抜粋） 
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③小中学校の統合計画の現状と今後の進め方（西鎌小、手広中学が腰越小学校と腰越中学校へ統合？） 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

これについては何か、地域で噂になっているのですか。 

 

＜御所ヶ丘自治会 西田会長＞ 

いえ、地域拠点校という表現の仕方をされていたものですから。このダイジェスト版を読んで私は質問した

のですが、地域拠点校という表現は統合するという意味ではない、という理解でよろしいですね。 

そこに統合してしまうのかなと思いまして、そのようなことではないかと。あくまで拠点校と普通の学校が

ある、そのような理解でよろしいでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

そうですね。地域拠点校の考え方につきましては、再編計画の中では、地域拠点校を鎌倉地域、腰越地域、

深沢地域、大船地域、玉縄地域、それぞれに設けて、現在のこの生涯学習センターを地域拠点校の中に入れて

いくという、このような考え方を持って進めているものです。 

ですが、なかなか地域拠点校を新しくつくるというところは、まだ計画としてもありませんし、年度といえ

ば先になるような話でもありまして、すぐに何かそうなるということではないというご理解でいただければ

と思います。 

 

＜御所ヶ丘自治会 西田会長＞ 

理解は十分しているつもりなのですけれども、もちろん、行政がいろんなところを合理化していくことも大

切だと思います。ただ、学校が持つ意味は地域にとってすごく大きいと思いますので、そのような面で地域を

どう活かしていくのか、というところとリンクすると思いますので、ぜひ。 

今日いただいた資料ですと、鎌倉は児童数のほうも順調に増えているようですので、ますます今の学校を大

切に、地域も大切にしていくのだろうということを明言していただければ安心して帰れるんですけれども。 

 

＜松尾市長＞ 

そうですね。もちろんこの学校と、そして地域というところについては、大変重要であるという認識です。

現在、むしろ短期的に進めているところで、教育委員会のほうではコミュニティスクールという形で、地域と

学校との連携みたいなところを進めています。 

 

＜教育文化財部 佐々木部長＞ 

手広中学校と西鎌倉小学校のほうで、ちょうどお話をさせていただいていると思いますが、コミュニティス

クールとして、手広中学校と西鎌小の学校運営委員にお願いしつつ、今年度先駆けとして地域の方々と学校運

営をしていくということと、地域の方々に参画していただいて学校を一緒になってつくり上げていただくと

いうことを、やらせていただくということになっております。 

本日ご出席の方も委員として何人かはご参画いただくというような形になろうかと思いますけれども、そう

いった形で、今年度から取組を進めてまいりますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 
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＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

まだ全く動いていないですよね。それで私のほうも手広中学校の校長に呼ばれて、ぜひ委員になってくれと

先日頼まれました。 

あと、この話を聞いて思っていたのは、今、日本全体が人口減少問題を抱えていて、こういうことが将来的

には発生しますよね。どんどん人口が減ってくると。そこに対して鎌倉市としては、このまま万が一どんどん

人口が減るようになったときに、どういう問題を予測されるかということも含めて、何か検討するような部署

というのはあるのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

まさに公共施設再編計画は、その辺りを着眼点として進めているものであります。人口というより、むしろ

子どもの数ですよね。東京ですとかも、かなり学校の統廃合なんかは進んでいるところもありますし、近隣で

すと横須賀市も、統廃合は進んでいるという状況でございます。鎌倉も今の16校、そして中学９校、これを維

持できるかというと、実はなかなか難しいと考えている部分ではありますが、統廃合する難しさというのも同

時にありますので、地域の考え方なども大切にしながら、そこは協議を進めてまいりたいと考えています。 
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令和４年度ふれあい地域懇談会 第３部 回答票 

 

番 号 04西鎌倉 3－4 

テーマ 

ふれあい地域懇談会のあり方と市の広報のあり方 

全市的あるいは地域別の行政課題の集約と対応等の発信方法整備の

お願い 

内容詳細 

本懇談会（以下、本会）の過去の記録を拝見いたしますと、類似案

件、例えば、ゴミ問題、崖地対策、深沢まちづくりの在り方、空き

家対策、等々が見受けられます。 

重要行政課題に対する継続的な取組み状況の定期的なモニタリング

と市民への広報、また、その中での地域懇談会についての在り方に

関し、お考えをお伺いいたしたいと存じます。（本会のような貴重

な場を設定していただいていることに感謝し、ご担当およびご参加

の皆さまには敬意を表します。） 

なお、先程の例示に関しては、本テーマのための例示ですのでこの

場面でのご回答は不要です。ただ、申し添えておけば 

ゴミ問題に関しては「鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化実施

計画がまとまりました。【令和 2年(2020年)8月 3日】」とあり、

計画も公表されていますが

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/skensetsu/gomishorikou

ikika.html 

その後の経過は？同 2020年度に実施されたパブリックコメントと

回答に関し 2021年度では何がなされたのか？ 

崖地対策に関しては補助金制度に関しては見えるものの 

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/gake/gake/index.html 

根本的な解決に向けて出来ること、検討していること、限界がある

もの？等について市の見解が見えません？あるいはどこかで広報さ

れているのであれば教えてください。 

深沢まちづくりの在り方に関しても過去のパブコメ等に対して 2021

年度では何がなされたのか？ 

「深沢まちづくりニュース」は素晴らしい試みだと思いますが、1

回/年程度になりつつある？残念です。 

空き家対策も 2017年の鎌倉市空家等対策計画策定後の効果につい

て計測と市民への広報はなされているのでしょうか？ 
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等々が明確であれば本会ではより踏み込んだ懇談が出来るのではな

いかと思います。 

担当部課 

共生共創部 企画課 

共生共創部 広報課 

市民防災部 地域のつながり課 

 

議題に対する回答等 

ふれあい地域懇談会は、地域の皆様と双方向で意見交換ができる場であり、地域

で抱える様々な課題について皆様から直接お話を伺える貴重な機会、また、お互い

の理解をより深められる場であると考えております。 

地域のまちづくりにおいて重要な役割を担っている自治会町内会長や地域で活

動する団体の代表者の方々との意見交換を通じ、そこで出される提案や要望を市政

の運営に活かすことを目的とし、開催するものです。 

テーマの選定については、限られた時間の中で全ての自治会町内会等からのテー

マを取り上げるのは難しいことから、各地域で選定していただいているところで

す。第２部の継続課題については、前年度の第３部のうちご報告が必要と考えられ

るものを全体の時間を鑑みて市の方で選定しておりますが、継続課題として選定し

なかったものについても、その後の進捗をご報告する方法を検討してまいります。 

（地域のつながり課） 

重要行政課題への対応も含めた事業の取組状況に対するモニタリングについて

は、毎年度、行政評価という手法を用いて、市の最上位計画である第３次鎌倉市総

合計画第４期基本計画の進行管理を行う中で確認しているところです。この行政評

価は、市内部による評価だけでなく、市民も交えた外部の評価を行っており、その

結果は、報告書として作成し、行政資料コーナーでの配架及び市ホームページで公

表しているところです。 

合わせて、各種課題に対しては、幹部職員の定例会、当初・補正予算編成、人事

評価などの過程を通じて、理事者と職員が共通認識を持ち、随時、事業の進捗状況

を共有しているところです。（企画課） 

重要行政課題に対する継続的な取組状況の市民への広報に関し、広報かまくらに

ついては年間計画を立て、特に重要な課題等は、１面を中心とした特集を組むと共

に、中面の第２特集でも随時お知らせしています。また、各課での作業が可能なホ

ームページの充実や、フェイスブック、ＬＩＮＥ、Twitter 及び Youtube などＳＮ

Ｓの活用も行っています。令和３年度においては新たに公式ｎｏｔｅを市及び教育

委員会でそれぞれ開設し、課題や事業の背景や取組状況が分かるような情報発信を

しています。（広報課） 

添付資料   
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④ふれあい地域懇談会のあり方と市の広報のあり方・全市的あるいは地域別の行政課題の集約と対応等の発

信方法整備のお願い 

＜御所ヶ丘自治会 西田会長＞ 

個々の課題は、今日、回答をいただけると正直思っておりませんので、先ほど市長もおっしゃいました経過

のところを、多分部長、課長、ご担当の皆さんもいつも同じようなことを聞かれて、検討しているとか同じよ

うな回答しかできないと、多分、じくじたる思いをお持ちではないかと思います。 

今どきインターネットの世界ですから、ＤＸを市のほうもいろいろ考えていらっしゃるようですけれども、

地域の課題項目もずらっと書いていただいて、今年は何をした、できなかった、来年はこうする、といったと

ころを、非常にお立場的には公開するまで厳しいかもしれませんけれども。多分、市の皆さんも鎌倉を良くし

ようと思って働いていらっしゃると思いますので、市民と一緒に協働するという意味で、この懇談会も全然知

らなかったところなので、こういった良い交流をやっていらっしゃるのであれば、あの中に地域別テーマが過

去のを見ても出ていますので、毎年同じようなことを書くのはしんどいかもしれませんけれども、そこはお互

いオープンにしていくのは、多分、良いことではないかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

あと、正直言いまして広報かまくらも自治会長になって真面目に読むようになったぐらいの程度のものです

ので、多分、今どきの若者たちにはヒットしていないと思います。広報かまくらは大切な文書として配ってい

たほうがいいと思うのですが、いろんな市の中で困っていらっしゃる方をオープンにしていただければ、市民

のほうもいいケアをしていけるのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。 
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令和４年度ふれあい地域懇談会 第３部 回答票 

 

番 号 04西鎌倉 3－5 

テーマ やまゆり坂のがけ地（市有地部分）の防護 

内容詳細 

やまゆり坂（通学路、避難路、バス通り）側面のがけが、昨年一

部崩落した。原因は昭和時代のコンクリート吹きつけによる防護膜

が経年劣化し、植物の根張りにより崩落が始まったためである。該

当するがけのうち、私有地部分については、所有者による鋼鉄製の

落石防止網で覆う防護工事が昨年行なわれた（その際、市の既成宅

地等防災工事費資金助成制度で援助いただいた）。ただ、その隣り

合う市有地のがけについては、未だ対策がとられていない。市有地

がけの状態は、もともと対策を取った私有地がけと同じ状態であっ

た。やまゆり坂は自治会の住民の通学路、避難路、バス通りである

ことから、早急な防護工事をお願いしたい。 

担当部課 都市景観部みどり公園課 

 

議題に対する回答等 

当該地は市が管理するがんだがや北公園の区域になりますので、安全確保に向

け、状況を把握したうえ手法等について検討を行いたいと考えております。 

今後の対応については報告したいと考えておりますので、御理解と御協力をお願

いいたします。 

添付資料 
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⑤ やまゆり坂のがけ地（市有地部分）の防護 

＜南鎌倉自治会 河村会長＞ 

実を言いますと５月くらいから問題になっていて、昨年、私有地のほうから崖崩れがあって、それで小学生

が怪我したら大変だと、石の大きさにするとお弁当箱くらいのが落ちていたので、所有者の方が自費でネット

を張り補修してくださいました。ただ、すぐその隣の鎌倉市の市有地のほうがなかなか同じように直してもら

えないということで、不公平ではないかということもあって、年初から動き始めて、そして担当者の方には６

月の頭に来ていただいたのですけれども、なかなかその後お返事をいただけないので、今度は崖地ではなく、

みどり公園課のほうが来ますとおっしゃったのですけれども、今に至るまで２か月くらい何もお返事がない

ものですから、なるべく早くいただきたいなと思っています。 

そして、これのついでに裏側で屋根のことがあるので、お伝えしたいと思うのですが。 

その前に一つだけ、私は今年自治会長になったのですけれども、市のホームページを拝見しました。私は、

すごくよくできていると思って感謝しています。例えば、この懇談会の議事録なんかも全部見ることができま

すし、いろんな補助金の手続もとても分かりやすい。それから用紙も全部ダウンロードできますし、とてもい

いなと思って感謝しましたので、最初にそれだけ申し上げます。 

では、この本題に戻ってなんですけれども、まず、私がこの悩みを関係者の方から聞いたときに一番問題だ

と思ったのは、崖地を含んでいる土地を持っている所有者の人ってどうしようもなく苦しいです。何かあった

ときのために補修してくれといえば、全部自費でやります。もちろん、市から半額補助という制度があって、

とても感謝しています。ただ、その崖地を知らずにか知ってか分からないのですけれども、最初所有してしま

うと相続放棄しても管理責任から逃れられない、そうするとずっとついて回ります。 

今回、うちの自治会内の崖を去年補修してくださった方、1,000万円かかりました。これ500万円を市から補

助していただきました。ただ、普通は最初に1,000万円出せる家はそうそうないのではないかと思います。こ

の崖に関しては、皆さんそうなるのが怖くて、どうしよう、そうなったら夜逃げしかないみたいなところまで

追詰められているようなところがあって、本来でしたら市にレッドゾーンを買取ってもらうとかそういうの

があるようですが、鎌倉市はなかなか財政的に厳しく、その結果として半額補助しますよという施策を取って

いると思うのです。 

このままですと夜逃げじゃないですけれども、そういうこともあるのではないかなと。皆さん、積極的にも

う目を向けたくない、とても1,000万円の現金は出せない、たとえ後で半分返してくださるにしても。そうい

う問題が裏にあるというのは、ご理解いただきたいなと思います。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

こういう話を聞きますとね、前、逗子で高校生が亡くなったじゃないですか。実際にもしそういう事故が起

こっちゃったらどうなるのでしょうかね。 

例えば、そこは小学生が巻込まれて大怪我をされた、万が一ということもありますよね。そうなったらやっ

ぱりその土地の持主が罰せられる。そんな土地を買っちゃったのが悪かったということですよね。 

だけど今おっしゃるように、これが1,000万とかの単位でかかると、それが出せるか出せないかといったら

出せない、そうすると夜逃げしなさい、もしくは、そこを退去したほうが楽ですよということになっちゃうと

いうのが怖いですよね。 
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＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

自己破産しかないんじゃないですかね。退去できないですから。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

そういうことが全体的に何か解決する方法というのを見つけることが出来ないと、1,000万もかかるのに、

その半額出しますよっていったって、500万が出せない人はきついですよね。例えば、お年寄りで年金だけで

暮らしている方に500万出せというのは。だから何か考えてあげないといけないですよね。 

 

＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

全国的な問題ですよね。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

例えばそこは、子どもはもう通れないようにするとかね。通学路になっていたら、市のほうから、強制的に

通学路からは外しなさいと。それはできますよね。でも本人たちはそこが楽だから近いからということで行き

たい、使いたい、だけどそういう危険性があるということですね。 

 

＜南鎌倉自治会 河村会長＞ 

わざわざこの案件を出したのは、私たちの自治会にとっては、この道は本当にここに書いてあるように通学

路であり、避難路であり、バス通りです。道幅としても決して細くはないです。本当に避難するときはここを

通って行かざるを得ないということがあるので、去年、私有地として補修してくださった方は、その責任感か

ら補修してくださったのですが、皆さん、責任感があってもお金はないという問題があって、なかなかここで

クリアにはお答えできる問題とは思っていないですが。 

鎌倉市にも、すごく財政的に豊かであったらレッドゾーン全部買いますよ、みたいな話があるのかもしれな

いですけれども。ないですよね。だからその中でも半額出してくださるというのは、すごいことだと思います

が、なんせ今回は、私も相談を受けたときに、いの一番に相続放棄とかいろんな法令関係調べたのですが、逃

れる手がないというのが、持主にとっては地獄みたいなもので。 

ですから、今後、本当にどうしようもなくなったら放棄してしまうみたいな方も出るかなということで、将

来的にそういうケースが起こりうるという危険をはらみます、ということをお伝えしたかったということで

す。 

 

＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

参考になるかわかりませんが、手広片岡町内会は、その以前に「手広片岡自治会」という形で雇用促進住宅

というのがあって、そこに崖地があって、その崖地がうちの自治会の持ち物でした。それが崖崩れを起こした

ときに、おっしゃるとおり、その補償というのは、私たち自治会の全員で払い、それでもって誰かが亡くなっ

たとか、家が潰れちゃったというと、そこも全て自治会が負うということになります。 

これもいろいろ弁護士にも聞いたのですが、それは逃れられない、ということで、うちが取った手段は、解

散でした。自治会が法人だったので、法人会員を解散すると全ての財産は地方自治体が引取らねばならないと
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いう法律もあります。ただし、今の話は個人の話でしょう。そうするとそれは財産放棄というか、自己破産す

るか何かして、支払う能力がないというところまで追詰められないと、それでも国有化とかそういうことして

もらえるのでしょうか。 

参考になればいいですが、その自治会とか町内会がもしも土地を持っているなら解散すればいいです。法人

化して解散する。そうすると法律でその解散して残った財産は、全て市が引取るということになりますから。

市にとっては心地よくない話ですけどね。そういう手はあります。ただし、それは法人に限る。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

今回、個人ですからね。問題としては、そこを通学路とか何とかで一般の人たちを巻き込まれることを、公

的なところで何とか防ぐことはできないかという、そういう観点ですよね、問題は。 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会 第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

恐らく、この西鎌倉地域だけではなくて、鎌倉中にそういったところがあるのだろうと思います。ですから

市として調べて、このみどり公園課ですか、担当するのかどうか分からないけれど、鎌倉中にどのくらいの、

個人所有で、こういう状況というの、恐らく経年劣化ということが一つキーワードなのかなと思いますけれど

も、調べていただいて、どのくらいあって、それによってどう対応ができるか、市としての対応を検討してい

ただくと。ここでうちもそうです、あそこもそうでした、とお話をしていても仕方がないことなので、調べて

いただくということをできるでしょうか。いかがでしょうか。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

先ほど、逗子の話が出ましたが、逗子で崩れて事故があった後ですね、鎌倉市の道路課で、道路に関わる斜

面が道路にかかっているところの市有路線、バス道路だとか、ある程度大きな道路に関してだけですが調べま

した。ただ、所有者まで調べるのに１年半くらいかかっています。 

鎌倉市全域ではなくて、今回のようなレッドゾーンだけです。イエローまで本来は調べないと危険の回避は

できない。先ほど、そういう主要路線だけを調べるのに１年半ですが、その結果、何ができたかというと、土

地の所有者に対して危険な状況ですから何かあるとあなたの責任になってしまいますから安全対策をやって

ください、木の伐採をしてくださいというお願いをすることはできましたが、やはり、おっしゃるように調べ

て、お知らせはしたいのですけれども、鎌倉市ご存じのとおり山ばかりなので、現実的になかなか、それは全

部所有者を調べていくというのは、こちらが積極的にやっても追いつかないというのが正直なところでござ

います。危険なことが分かれば、こちらから所有者に対して連絡はしているところですが、そのレッドゾーン

ですとか、イエローゾーンを含めて全て調べて所有者へというのは今現状では難しいところです。 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会 第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

難しいとは思います。恐らく、時間もかかってお金の面でも大変なことだと思いますが、それだけ危険なと

ころもありますから、難しいから無理ですねではなくて、やはり調べるだけのことは調べていただいて、その

対応が今の状況ではできなくなっていて、では鎌倉市としてどうするのか、何かできるのか、あるいは特例と

いうのでしょうかね、何か対応策を考えていただかないと、想定外の雨が降ったり、地震が頻繁に起きたりと
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いうと、恐らく、早晩何かが起きるのではないかということを心配されますので。それに難しかったからでき

ませんでしたでは市の対応としてはまずいのかなと思いますけれども。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

都市景観部です。みどり公園課を所管しておりますのと、崖地の防災工事、伐採の助成を所管しております。 

今レッドゾーンの話題が出てきましたので補足いたしますと、レッドゾーンに指定された土地というのは、

土地所有者の方全員に通知がいっております。レッドゾーンに指定されたということは、土地所有者の方は一

義的にはご存じであるというように認識しております。 

それから次に危険かどうかという話と、それから危険な場合どの程度やらなければいけないかという話に移

っていきますけれども、これはまず、個人の土地に対してでございますが、レッドゾーンに指定されたから危

険だということでは一概には言えないというように思っております。レッドゾーンの指定の基準といいます

のは、例えば高さが５ｍ以上ですとか、崖の角度が30度以上ですとかといった要件に合致したところを一律、

数字で捉えて、それ以上のところを自動的に指定しているという制度でございまして、その趣旨というのは、

本来はそういうところに住まないようにというところがスタートだったようですけれども、今、それは現実的

ではないということで、例えば崖崩れですとか、倒木が起こった場合、危険な状況になる可能性がありますよ

という危険を周知するという意味で、レッドゾーンの指定ということを全国的に踏み切ったというように認

識しております。ですので、レッドゾーンイコール危険だということではなく、レッドゾーンの場合ですと何

かあった場合、被害がどうしても大きくなってしまうという認識でいただいたほうがよろしいかと思います。 

最近、崖の状況ですけれども、やはり、いろんな場所によって様々な状況でございます。市内もたくさんこ

のような崖の場所がございますけれども、岩盤であったり、岩盤もいろんな種類がございますから、傾斜です

とか、高さについても５ｍ以上から何十ｍというところもございますから、木の生え方なんかもございますの

で、そこは全て危ないと何か全部手立てをしなければいけないということになりますと際限なくなってしま

いますので、市が持っている土地についても同じでございますけれども、これにつきましては、その場所によ

って、どういう状況であって、例えば崖崩れがあった場合どういう影響が予想されるのか、その場合どういう

対処をしていかなければいけないのかというところ、個別、具体的に１箇所１箇所、考えていって、その土地

を持っていらっしゃる方の経済的な事情などもあると思いますので、総合的に勘案して最良の方法を取ると

いうことしかないかなというように思います。 

その中で崖の助成制度というのは、これは鎌倉市の場合、全国的にトップクラスの助成制度を持っていると

自負しておりますけれども、こういった制度をフルに活用していただきたいというようには願っているとこ

ろです。技術的には、いろんな工事のやり方がございますので、場所によって市の職員も含めて、いろんなア

ドバイスができるかと思います。ご心配・ご不安を感じている方は、まずはご相談にきていただきたいなと思

っているところです。 

 

＜南鎌倉自治会 河村会長＞ 

レッドゾーンに関しては、私もネットで全箇所確認しました。参考にしたいと思って全部載せていらっしゃ

るのも知っています。今回挙げた、やまゆり坂というのはレッドゾーンに入っていません。ただ、うちの自治

会としては、キーになるところなので挙げたわけですけれども、今回お尋ねしたいのは、その所有者の方に、
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あなたのところも危ないですよと、どう考えてもこの間工事したところと同じ状態なので工事してください

と、自治会としてはなかなか言いにくい部分であります。このときに市にご相談して、市のほうからそろそろ

やったほうがいいですよといったことを、そういうお助けはお願いしてもいいものですか。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

まさに、今回議題に挙がったのは、ガストのところの坂から同じケースでございまして、これはいろんな諸

事情でこういう回答内容になっていますけれども、具体的には直近では７月の上旬に実際に上の４件の方、訪

問してこういう要望が出ておりますので、制度も拡充しておりますからいかがですか、というような説明を市

のほうからいたしております。こういうことで余程のことがなければ確かにしてはいないですが、ご要望のそ

の内容に応じては、そういったご説明も兼ねて制度の説明をいたしているところです。その辺のところもご相

談いただければと思います。 

やまゆり坂の今回の件につきましては、私も上の公園から崖を下りて見ようとしましたが、ちょっと今の時

期、草がかなり生えていて、コンクリートの吹付けの様子ですとか分かりませんでした。決して放置している

わけではないので、ここもお隣の民有地のところみたいに完璧に工事ができれば一番いいいんですけれども、

かなり範囲が広いので、できればコンクリートの吹付けがやってあるところを狙って工事をやりたいなと今

考えているところです。ですので、もうちょっと涼しくなってから改めて現場を全般的に調査して、その結果

をご報告にまいろうというように考えておりますので、今しばらくお時間をいただければなと思います。 

 

＜南鎌倉自治会 河村会長＞ 

ご回答、ありがとうございます。ただですね、いらっしゃったときには、実は私たちは何枚も冬の間の草が

ないときの写真をお見せしています。それが上に伝わらなかったのがちょっと残念ですが、今のような回答で

すと、また必ず見に来ていただけると思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

大変申し訳ございません。ありがとうございます。 

 

＜西鎌倉山自治会 川口会長＞ 

私どもは、連合会に入っていないものですから、団体では参加させていただいていないので、今の話に乗ら

せていただきたいのですが。今、コンクリートの吹付けの崖のお話だったと思ったので、私もずっとそれはち

ょっとうちの問題とは違うかなと思っていたのですが、西鎌倉山自治会の自治区のトンネルがあるような住

宅地の中に、住宅地で緑が豊かでとてもすばらしいところがあります。 

やはり、ものすごくうっそうとしてきていまして、やはり、西鎌倉山自治会の自治区のトンネルのすぐ横の

木が今年５月かな、落石がありまして、被害はなかったのですが、そこから自治会が動き出しまして、ずっと

話合いをみどり公園課の方にさせていただいている状況ですけれども、多分、市がやってくださる整備という

のは、道路から何メートルとか、あと出てきた木という、わりと表面的な処置しかできない、鎌倉中そういう

状況ですし事情は何となく理解しているつもりですけれども、やっぱり全体的な風通しだったり、コンクリー

トが張られることで、一番崖崩れ・土砂崩れの原因であるような水はけが悪くなり、そこに溜まってくること
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によって土砂も崩れてくるというように認識しています。そのため、コンクリートを張っていくことが本当に

いいことなのか、張ってしまっているところも、そこからいきなり全部止めるということもできない、きっと

大変な思いをされていると思いますが。 

西鎌倉山自治会の地区では、そのままわりとむき出しなままの状態で本当にうっそうとしていますが、ＮＰ

Ｏ法人の緑のレンジャーが見に来ていただきました。もし、住民の方でそのような整備をしていただけるやる

気がある方がいらっしゃれば、レンジャーさんが協力してくださって、その指導の下に、緑地の整備を、全体

的な地区をやるということもできなくはないと思うよと、そういうことをレンジャーさんたちもやってらっ

しゃるということで、今年８月28日ですけれども、一応、勉強会みたいなことをやって、セミナーを自治会で

開くことにしております。レンジャーさんに来ていただいて、うちの自治会のほうでも環境系のお仕事をされ

ている方がいらして、今ＳＤＧｓという部分でも緑地の問題、温暖化とそういう木々がものすごく生い茂ると

ころとか、いろんなことが元の根っこにはあって、表面的な、もちろん対処していかなければ間に合わないと

いう状況はあるとは思うですが、もっと深く、みんなでそういう土砂災害だとか崖崩れがないような、私は水

の流れというものが、多分ものすごく大事なんじゃないかと思っていますけれども、雨も多いですしね。なの

で、その水はけであったり、そういうことも鎌倉市の方にも、こちらの住民も、みんなで協力し合いながら土

砂崩れを事前に防げるような何か活動というのをしていけたらいいのではないかとすごく思っています。 

皆さんもいろいろ、そういうお悩みを、鎌倉って抱えていると思います。崖の問題。でも突き詰めて、水が

溜まってしまうことによる土砂の崩れ、コンクリートのところに溜まってしまう、水はけをちょっとよくして

いくことだけでも多分防げるのではないかと思いますが、そのような対応というか、対処療法的ではない、も

うちょっと入り込んだ鎌倉市としての対応というのはお考えなのかなというところ、考えていくべきと思っ

てらっしゃるのかということも、私も気になっているところではありますが、いかがでしょうか。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

今の、おっしゃっていただいているように、水の流れというのがすごく重要でございます。市の土地は、私

どものほうで工事をする場合は、当然、岩盤ですとか地盤の状況と加えて、水の流れがどうなっているのかと

いうところをおさえた上で、工事・設計をするというようなことをやっております。同じように個人の方が防

災工事をやられる前についても、そういったアドバイスをしております。ですので、今のポイントというのは、

どのケースにおいても重要なところになってくるのかなと思っております。例えば、市が持っている土地を市

が工事する場合ですと、表面上というよりも、そういった安全の観点から今ある程度の範囲をやっておかない

といけないという範囲まで設定した上で、木の切り方ですとか、崖の保護の仕方ですとかというところを踏ま

えて、工事のやり方を決定していくというようなプロセスを経ております。先ほどのやまゆり坂のところにつ

いても、同じようなプロセスを経て、工事のやり方を決めていきたいと考えているところです。 

あと木の切り方ですよね。あとコンクリートで覆うということご懸念されているというような、受取り方を

しましたけれども、今、吹付けというやり方はあまりやっておりません。場所によっては、ご存じでしょうか、

山肌にワッフルみたいな碁盤目のコンクリートでベタっとやっているところがありますけれども、あのやり

方が今一般的でして、一律全部こう吹付けて膜で覆うというやり方は今ほとんどやっておりません。でもあれ

をやってしまうと土地が息できなくなってしまうので、場所によってはあのやり方を反対される方もいらっ

しゃったり、元の姿に戻るような余地を残しつつ、そういった工事をやるという場所もあります。それですと、
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また何十年後かにはまた元に戻ってしまうという懸念もございますので、その辺りは致し方なしかな、という

ところですね。 

 

＜西鎌倉山自治会 川口会長＞ 

やっぱり、こまめなメンテナンスというか、ちょっとした水はけが、例えば、何か詰まっていて、枯葉が詰

まっていることで何か滞ってしまったり、何かが溜まっていくことで、といったこともありますよね。 

 

＜都市景観部 古賀部長＞ 

そういう場合もございますけども、主に地下水の動きですね。これはどうしても地下の中ですと動きが見え

ませんので、表面にどういう形で水が湧いているのかというのを抑えるしかないです。ただ、その湧いている

水を止めるということはできませんので、それをいかに安全な形で下流のほうに流していくかというのが工

事の一番のポイントになってくるということでございます。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

技術的・客観的なデータで分析することと、例えば、今もやまゆり坂でいろいろ出ているような声を全体の

町内自治会から集めて、そこに対して調べてみるというところから出発してもいいような気がいたしました。 

  



71 

 

 

令和４年度ふれあい地域懇談会 第３部 回答票 

 

番 号 04西鎌倉 3-6 

テーマ 手広４丁目 30-6下水道占用料の納付についての疑問 

内容詳細 

毎年鎌倉市役所は個人が占用している下水道占用料を徴収してお

ります。しかし、本案件はどう客観的に見ても個人の占用とは認識

できないと町内会では判断しました。過去の経緯をみるとこの地に

営業所を構えていた菱三商事株式会社（現ＹＫアクロス株式会社）

が自社所有車の駐車のためにこの橋を申請をしたようです。その営

業所が撤退し、その土地を購入した赤井氏が下水道占用料が課せら

れる事実（このことは重要事項の説明義務がありその当時の不動産

会社の過失と考えられます）を知らずに購入してしまいました。赤

井氏もこの橋を 10軒の方々が毎日使っているのになぜ自分だけが

下水道占用料を支払わなければならないか疑問を感じ市に問い合わ

せています。しかし市の見解は規則がそうなっていますとの返答で

赤井さんに 6000円/年を請求します。不服なら裁判をしてください

と冷たい対応も取っておられます。多くの市民が使用しているのに

市は勝手に住民が作った橋なので撤去してくれても良いとの見解を

表明しております。問題は二つあります。一つは規則だからと言い

ながらその規則の具体的内容を明らかにしていないこと。第二は市

役所の対応は市民生活の向上を全く考えずに一市民の犠牲により支

出を拒んでいることです。市の暖かい対応を期待します。 下記に

通行実態調査を載せております。子供の通行人数は少なくなってい

ますが、今まで便利な道路として使っておりましたが今回の件を知

った交通指導員の方が万が一の事故の発生を懸念し迂回するよう指

導しているとのことでした。  

担当部課 都市整備部道水路管理課 
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議題に対する回答等 

当該橋は、２本の橋が隣り合って設置され１本の橋のように使用されています

が、北側の橋は鎌倉市が所有する道路橋で、南側の橋(占用橋①)は個人が所有する

占用橋です。 

北側の道路橋につきましては、鎌倉市にて維持管理を行っており、市道(鎌倉市道

040-019号線)の幅員に合わせて整備し、一般の道路と同様に利用していただいてい

ます。 

占用橋①につきましては、以前の所有者が水路対岸の宅地への通行の利便性の向

上を図るために、水路上に設置したものです。 

 

そのため、鎌倉市下水道条例第 22 条に基づいて、橋の所有者の方に対して占用

料を請求しています。 

なお「道路に出入りするための橋」は、鎌倉市下水道条例施行規則第 17条に基づ

いて、幅３ｍまでのもので１宅地１本に限り占用料を徴収しないこととしていま

す。しかし、この橋の南側 10ｍ程離れた場所に、同一宅地への占用橋(占用橋➁)が

もう１本かかっており、合計２本の占用橋があるため、１本分の占用橋の占用料を

請求しているものです。占用料の徴収について、職員による説明が不十分であった

ことにつきまして、御詫び申上げます。 

なお、占用橋➁を撤去された場合は、占用橋①については、占用料を徴収しない

こととなります。 

 

また、占用橋①は、もともと、土地の所有者の方が水路を横断して道路に出入り

するために設置された橋ですが、他の方も使用されることについては、橋の所有者

の方と使用者の方々で話し合っていただきたく思います。 

添付資料 
現場状況写真 

現場状況模式図 
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⑥手広４丁目30-6下水道占有料の納付についての疑問 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

たまたま、私も手広でこの案件に関わりがありますので、補足説明をいたしますと、基本的にご本人からす

ると、この重要事項、私も不動産会社に勤めていたので当たり前のことなんですよ。けれども、ご本人が認識

していないという事実があって、そこを本来ならばご本人と不動産会社の重要事項の不説明ということで、そ

このやり取りにまずはなるということなんですよね。 

ただ、本人の記憶がないというところから出発していますので、市役所に相談した。そしたら、ちょっとこ

れ、かわいそうだなと思ったのは、市役所の悪口にみたいになってしまいますが、この橋を壊してもいいです

よと言われたとおっしゃるんですよね。要するに、その橋さえ使わなければいいということになるのですが、

実際は、その奥に10軒家ができてみんな使っています。そこに調査がありますように、これも実際何人が使っ

ているかというと140名。ここも子どもたち危ないから使うなということで、ここを使わないようにしてこの

人数です。そういうことで、実際使っちゃっているから本人も壊してもいいよと言われたって壊せるわけない

じゃないと。 

そして、ここを売りたいということで売りに出そうとしたら、そういうものがあるところは買う人がいない

ということで不動産会社も二の足を踏むということになって、そして、ほかの10軒からみんな負担してもらっ

たらいいのではないかということで、その方は78歳、いちいち10軒訪ねて、私が6,000円負担しているからっ

て２、３軒当たったらみんな断られちゃったと。そういう状況でご本人がほとほと困って、町内会のほうに相

談に来たという経緯があります。 

ここのところで私が感じたのは、もう少し我々も78とか80近くになって、やれ橋を壊してもいいよとか、あ

なたがみんなに10軒に頼んで出してもらえばいいじゃないかと言われても、それは無理だろうなというのは

よく分かります。だから、そういう中で、何が本当の解決方法になるかというのは見えないのですが、ご本人

がもうここから出て行きたいというような鎌倉市であってはいけないなと、私は思いました。 

そういうところで何か一緒になっていい解決方法を見つけてあげる。例えば、市の職員が一緒になって、ほ

かの方々、10軒だってね、１軒600円ですよ、年間。それくらいだったらもっていき方では出してくれるとは

思います。そういったところで何かうまく解決してあげたいなということで、あえてこれは私の町内会として

出させていただきました。 

市役所の方々はこういう問題が起こっていて、何となく心苦しいところではあるのでしょうが、実際はどう

なのでしょうか。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

個人の方が架ける橋というのは、鎌倉市内たくさんございます。町内会で使われて、何人かで使われている

ところ、多くが私道で、私道で何人かで持たれている方がいらっしゃるのですが、何万橋もこういう橋がある

ものですから、代表者を決めてくださいというのは必ずお願いしているところです。その中で、皆さんで費用

の負担なり代表の方にあるのかというのは、我々としてはそこまで踏み込めないところもありますので、その

代表の方と市という形でのやり取りをさせていただきたいと思っております。このケースも写真も一緒に添

付はしているところですが、皆さん、元々はそんなに多くの家がなかった、社宅のようなところで、駐車場、

車を入れたくて広げたような形も見受けられておりますので、ほかの場合もございますので、何とか代表の方
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としてのお願いをしたいと思います。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

この場合、本人が代表という自覚を持てないことに問題があると思っています。そういう形であれば何の問

題もない。本人は、ただ知らないうちに私が払っていたと。だから私が代表という自覚も全くないですよね。

多分、そこの問題だと思います。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

そうですね。当初にそういう説明も市のほうからするべきだったと思っております。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

一応、やり方としては、相談者の方に、例えば代表でということで、私どもがお手伝いするから残りの10軒

のところへ声かけてみましょうかとかね、何かそういうことであれば、ほんの２、３日で解決したと思うんで

すよ。こんなところでよろしいでしょうかね。 
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令和４年度ふれあい地域懇談会 第３部 回答票 

 

番 号 04西鎌倉 3-7 

テーマ 道路のフェンス更新依頼 

内容詳細 

手広 4丁目 20番地付近の道路と水路を隔てるフェンスが腐食

し、破損し転落の恐れがあるため、補修・更新をお願いいたしま

す。 

担当部課 

都市整備部道路課 

都市整備部道水路管理課 

都市整備部作業センター 

 

議題に対する回答等 

当該地のフェンスについては、６月３日に作業センターにて補修作業が完了しま

した。 

添付資料  

 
  



79 

 

⑦道路のフェンス更新依頼 

質疑なし 
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その他 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備ということで、実はこの行政センターのこの部屋も今Ｚｏｏｍを使っていろいろやっ

ているのですが、非常に環境が悪いです。鉄筋コンクリートで、私もここでＺｏｏｍをやっていますが、最初

は古いＷｉ－Ｆｉを使っていると全くだめ。それで最新のものを使って一つでしたら対応できましたけど、何

人かが使うとだめになってしまう。今、もうＺｏｏｍって当たり前じゃないですか。市の施設、特にこういう

古い建物って鉄筋が厚くて電波が通りにくいですよね。多分、こういう施設いっぱい抱えていらっしゃると思

うのですが、そこに対して今のようなＤＸとかいろんなことが言われている中において、市役所としてどんな

お考え方をなさっているのか、どういう方向にいこうとしているのかというのを聞きたいなと思います。 

 

＜教育文化財部 佐々木部長＞ 

今年の10月から生涯学習センター、ここの施設もそうですけれども、指定管理を導入することになりまして、

生涯学習の集会室はＷｉ－Ｆｉが使えるような環境を指定管理の業者のほうで整備をしていただくようには

なっていますので、こういった集会施設については大丈夫ですけれども、今、課題となっている図書館とか行

政センター全体のところについては、まだ課題かなというところがあります。学習センターのところについて

は、今、お話したように業者にやっていただくように調整してまいりたいと考えております。 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会 第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

西鎌倉地区社協としては、このコロナの状況でオンラインによるイベントをいろいろ企画しています。なか

なか皆さんに集まっていただけない状況の中で、やはり、この多目的室を使ってオンラインで繋ぎながらとか、

あるいはランチ会を開いたりしていますけれども、スクリーンを広げてオンライン旅行をうつしながら皆さ

んに見ていただいてというような企画だとか、それから個々にいろんな方とつながってというような、例えば

子育てサロン等でもＺｏｏｍで入っていただいて保健師さんのお話を聞くとか、いろんな企画をオンライン

でやることが多くなっています。 

今、芹澤さんからもお話ありましたように、１階のフロアはなかなかつながらないですね。私どもも、やる

ときにはポケットＷｉ－Ｆｉを三つ、四つ、借りたりしてやっています。こういう公共施設で、腰越だけでは

なくて、やはりネット環境はＺｏｏｍだけではなく、いろんな意味で一刻も早く整備していただきたいと考え

ます。 

というのは、一つは、そういうイベントのときの不便さというのがありますけれども、去年、一昨年でした

か、ここの行政センターが避難所になったことがあります。そういうとき、これからも恐らく小学校が主に避

難所として使われていたかと思いますが、行政センターに避難しましょうということもこれから増えてくる

と思いますので、こういう場合、人が集ったときに、やはりネットによる情報収集ということは必然だと思い

ますので、そのためにも幾分早く、こういう公共施設がネット環境を揃えていただきたいと思います。 

この話、今までこの場だけではなく何度かしているのですが、検討します、考えます、徐々に始めています

というような話を伺いますが、それを一刻も早く、各行政センターで揃えていただきたい。これだけの昨日、

今日の雨が降って、いろんなところで避難、災害がひどくなっていったり、恐らく避難するという場面も増え
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てくると思いますし、このコロナの状況がなかなか終息しない中では、やはりネットの導入で情報交換という

のは必然だと思います。 

ぜひとも、これは一刻も早く整備していただきたいと考えます。 

 

＜西鎌倉地区町内・自治会連合会 芹澤会長＞ 

市役所で、今、いろんな企業でも在宅勤務とかも当たり前で、そして、ほとんど社員全員がオンラインで、

Ｚｏｏｍでやっていますが、市役所はその辺ができているのでしょうか。 

 

＜松尾市長＞ 

市役所は順次拡大しているという状況で、仕事で使っているパソコンですね、これにＬＴＥの回線がつなが

るようになっているものですから、それでどこに持って行っても仕事ができるという状況で、まだ基本的には

管理職、プラスアルファぐらいですけれども、今後それを全体に広げていくという、そういう段階です。 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会 第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

今のお返事としては、徐々に考えますということですか。 

 

＜松尾市長＞ 

肝心の返答ができておらず、すみません。 

そうですね、一つは今、先ほど教育部長が申し上げたように、業者がやってくれるという一つ提案をいただ

いていますので、そこでやらせていただく、その状況をみながら検討したいというところは一段目としてはあ

ります。 

会長のおっしゃるように、必要だということの認識は持っております。社会福祉協議会、福祉センターのほ

うも、やはりそういう活動からのご要望がありまして、整備したという経過もございます。実際に使って、ど

れくらい使われるかというところも含めて検討しているところでございますので、今日いただいたご要望を

受けまして、すみません、検討という言葉になってしまいますけれどもしてまいりたいと思います。 

 

＜西鎌倉地区社会福祉協議会 第十地区民生委員児童委員協議会 千代会長＞ 

急いでいただきたいです。 

 

＜谷際自治会 川原会長＞ 

今、その避難所というお話が出ましたが、先ほどもお話を伺った学校のお話。当面、腰越と西鎌倉が統合さ

れることはないということだったのですけれども、その中で再編していくことを考えねばならないといった

ときに、今の学校というのが必ずしも子どもの教育のためだけではなくて、高齢者の避難のためのものになっ

ているというところをぜひ加味していただきたいなと思っております。 

というのは、いろんな人に申し上げていますが、谷際という地区は学区としては西鎌小です。ですが、西鎌

小に行くためには細い坂道を上がって行かなければいけません。子どもはいいです。県道304号線の歩道を歩

いて上っていって下りてくるというのは、子どもにとってはそれほど苦ではないかもしれませんが、何か災害
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が起きたときに、お年寄りがあそこを上っていけるかというと非常に辛いのかなと思います。特に大雨、そう

いったときに避難路というのがあそこしかない。実際、西鎌小に避難してくれといってもなかなか避難できる

状況にないと思っています。 

谷際の近くにはもう一つ、深沢小があります。そこは平地で歩いて行けます。距離はたしかに西鎌小より遠

くなるところもありますけれども、逆に、東側の深沢交差点近いほうの地区からいえば深沢小のほうが近い感

じです。ですから、学区で分けて、今、西鎌小が避難場所ということに指定されているかもしれませんが、防

災という目でみた場合には、避難場所として西鎌小が本当に適切かどうかという話はいつも出てくる話です。 

ですから、今後その再編ということを考えた場合に、もちろん距離的に近いほうが子どもの学区としてはい

いという考え方はあるとは思いますが、同時に、学校が防災拠点となるのであれば、お年寄りの導線というこ

とも考えていただきたいと。これは、うちの地区の中で結構話題に上っていますので。これは、今すぐという

ことではなくて数年来の長期的な課題だと思いますけれども。教育文化財部、それから市民防災部と、両方に

関わってくると思いますので、お互いに協力し合って考えていただければいいかなと思っております。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。その点につきましては、実は少し柔軟に考えていきたいというのが基本的な姿勢

になります。必ず学校へ避難をしなければならないということではなくて、様々な、例えば大地震の場合と風

水害と、これは基本的に考え方を分けて様々な避難も考えておりますので、今、風水害のことでお話させてい

ただきますけれども、ある程度、風水害の場合はそういう災害が起こりうる、事前に分かるというところから

早めに避難をしていただきたいと。 

それも、決して小学校だけではなくて、ホテルですとか、あとは知人・友人・親戚、そういう方のところに

避難をしていただくのも方法としてはありますし、そういう意味ではその方自身の避難しやすい場所という

ところを考えていただくという基本的な考え方があります。とはいえ、最終的に避難せざるを得ないという

とき、学校しかないという場合には、安全に避難していただくということになるわけなのですが、基本的に相

当の雨が降っているという状況になった場合には、屋外に行くというよりも垂直避難と申し上げて、２階、も

しくは崖から遠い場所に、家の中で避難していただくという、こういう考え方でおりますので、その辺りは

個々に、その方その方の状況に応じながら考えていただきたいというのが基本的なところです。という前提

の上で、今、会長おっしゃっていただいた避難所としての学校の役割というのも、これはもちろんありますの

で、その辺りはきちんとそこも想定しながら考えていく場合には検討してまいりたいと思います。 

 

＜西鎌倉山自治会 川口会長＞ 

西鎌倉小学校前の交差点のことですけれども、りそな側、本当、目の前に信号の交差点ですが、横断歩道と

点線、全部消えている状態です。実は、今年度の我々の自治会の安全環境と西鎌小の校外委員と兼任されてい

る方が、兼任してくださっている状況で、校外委員の方のほうからもそのことをこの間、合同点検のときにお

伝えしましたところ、まだそれに対応できないと。 

まず道路の舗装ができていないので消えている状態を直すことができない。まず道路の舗装から先にやると

いうようなお話で、それの市の対応がまだ目途が立たないというような回答をいただいたということでした。

学校前の交差点だということと、一応、そこのホームページのほうを調べましたら2011年以降着手するという
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ようなことだったようなので、随分時間が経っているなと思っているのですが、あそこはかなりたくさんの人

が通りますので、早急なお答えをよろしくお願いしたいというところです。 

 

＜松尾市長＞ 

ありがとうございます。県道が、こう、海に向かって走っていて、要はロイヤルホストのほうに向かうとこ

ろは県道で、縦に学校側は市道ですけれども、恐らく横断歩道の消えているのは県道ではないかと思ってい

まして、舗装ができないと線が引けないというのは、市ができるところは早くやりたいと思っているのです

が、県道ですと県になってしまいますので、ちょっとそこは確認させてください。 

また、これは神奈川県全体の問題にもなっているのが、横断歩道の停止線、これが消えていて見えないとい

うのが大きな問題になっています。これは神奈川県の市長会の中でも知事に対して強く要望を昨年申入れを

して、早くやっていただきたいということで、順次やりますよ、というお答えはいただいている状況ですが、

県警のほうも相当予算がなくてできていないという、そんな状況はあります。ただ、そこは我々も強く要望は

しておりますので、しっかりとやっていただくように進めたいと思います。 

 

＜西鎌倉山自治会 川口会長＞ 

よろしくお願いいたします。 

 

≪後日回答 都市整備部 道路課≫ 

西鎌倉山自治会 川口会長に改めて要望内容を確認しました（令和５年(2023年)１月16日聴き取り）。 

その結果、要望箇所は鎌倉市道におけるものであることから、これについては令和４年度内に舗装の修繕と併

せ横断歩道の復旧について実施を予定しております。 

 

＜南鎌倉自治会 河村会長＞ 

すみません。これはもう、この議題では落とされてしまった意見です。実は、今、防災のことを考えると本

当にもう不安で不安でという状態で今役員やっています。それでその中であるアイデアとして防火水槽が必

ずどの地域にもあって、うちの地域にも公園の中に防火水槽があります。もちろん防火水槽、触ってはいけな

いし消防署の管轄だと思いますが、ほかの自治体によってはあそこの蓋に工夫をすることによって防災時に

生活用水というか、飲料水ではもちろん無理ですが、そこはいつも水量の統計が取られて必ず上まで満水に

なっているようなので、あれは何らかの方法で本当に困ったときに使えるような方策を鎌倉市でも考えてく

ださったらいいなと思っています。今どうこうというわけではないのですけれども。防災担当の方、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

＜市民防災部 永野部長＞ 

消防のほうで管理しておりますので、特に災害のときに地震災害とかですと火災が起こることも想定できま

すので、どんな使い方ができるのか、すみません、今、私お答えできないのですけれども、逆にある程度安定

した後に、また水の面で何か困っているというようなときに、防火水槽の水がうまいこと利用できないかとい

うような工夫につきましては、消防のほうにも提案をして、どんなことができるのかという話をしたいと思い
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ます。そこに多分、立ち会って管理とかいろいろ出てくると思います。何ができるのか、どうしてなのかとい

う辺り、検討させてください。 

 

＜南鎌倉自治会 河村会長＞ 

他の自治体も実際やっているようなので、どうぞよろしくお願いします。 

 

＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

今日は非常に議題が多いということで、もう前もって、今まで多分２回のふれあい懇談会で取り上げられて

きていた手広片岡４丁目、先ほどもスピードの問題に関しまして２回やられていたんですけれども、今回、そ

の議題に入れられなかったので、もしも時間が空いたということで、既にもう文書でお出ししているんですが、

結論から申し上げますと、バンクを付けて速度制限を付けるというのが私たちの希望だったんですが、いろい

ろテクニカルなことで検討した結果、坂道を含んでいるもので国交省とか鎌倉警察も含めまして、あと市役所

の道路課とは６回くらい打合せしまして、もう結論が一応出ていまして、バンクを付けるとかえって危険を及

ぼす可能性があるということでバンクは諦めました。 

ということで道路上の先ほどの横断歩道のマークが消えちゃう云々というお話ございましたけれども、そう

いった形の舗装面に色付けをして注意喚起をすることによってスピードを下げていこうという方向で進めま

しょうということで、道路課とは既に方向性が決まって、最終的にどういうデザインになりますかというのは、

それは昨年度12月１日に私、道路課にそろそろ進捗状況により今後どうされるかという説明会を開催してく

ださいということでお願いしていまして、そういう意味でその技術的な方向が決まりました。道路課も説明会

をやりましょうということで、本来なら今年の１月くらいに開催する予定ですが、このコロナ騒ぎでもってず

っと延び延びになっているのですが、説明会の開催ということに関しまして、行うということは決まったので

すが、道路課のほうから実はこの道路安全対策については道路側のテクニカルな面には責任を持てるのです

が、道路行政、安全行政に関しては、まちづくりのほうも同席してもらわないと説明会が成り立たないという

ことで、私に対して、まちづくりのほうの同席もお願いしていただけませんかという要請が担当の方からあり

ました。 

ということで私はまちづくりのほうに電話で、こういうことで道路課のほうから説明会に当たってはまちづ

くりのほうからも出席いただけませんかというお願いをしたのですが、それに対してかなりお役所的なとい

うか、署名捺印した正式行政文書を出してくださいというようなことがありまして、私はこの10月１日に説明

会を開催してくださいということに関しては、道路課のほうもまちづくりのほうの林部長のほうにもCCでそ

のデータはお回ししているので、もう既に出しているから改めて行政文書出すつもりありませんということ

で、私はお断りしました。それに関して、その後どうなったのかというのはよく分からないですが、その点に

関しては、私が８月５日の今日、ここで林部長含めてお話しましょう、ということで電話を切っているのです

が、それに関しての今日の私の質問は三つありまして。 

一つ目は、道路課が言っている森部長からのご回答として説明会はやっていただけますかということは一つ

目。 

二つ目は、林部長のまちづくりのほうで正式な文書を出さなくても説明会には出席していただけますかとい

うのが２番目の質問。 
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三つ目の質問は、私がすごく今回不愉快だったのは、道路課の人が私に対して、まちづくり課のほうの参加

を要請していただけませんかというのを私に要請がきました。これは市役所内部の問題だから森部長のほう

から林部長に対して、そういうことをやるから、林さん、そっちからも出てよと言えばそれで終わったはずな

のに、わざわざ私に対して担当者が、そういうまちづくりのほうの出席の要請してくださいという、市役所の

内部の話を外部の私に要請してくるというのは、何か縦割りというか、市役所の中の風通しが悪い、要は連携

ができていないと私は感じました。 

そういうことで３番目の質問は、市長に対して、こういう市役所の中のその内部的な連携がうまく取れてい

ない、わざわざ私に署名捺印した正式要請文書を出せということが、本当に市としての私に対する要請ですか

というのを、私、市長に聞きたいです。ということで、この三つの質問に対してご返答いただきたいというこ

とでよろしくお願いします。 

 

＜都市整備部 森部長＞ 

最初のご質問の進捗報告です。一昨年からお約束していることですので、日程等の調整は市の道路課で行

いますので、お約束どおり報告会はさせていただきたいと考えております。 

 

＜まちづくり計画部 林部長＞ 

本件につきましては、令和２年くらいからずっと長い経過があって、逐一、報告を受けて確認をしています。

それから今年のやりとりの部分についても確認はさせていただいていますが、署名捺印文書のお話もあった。

前段の話等々ありますけれども、端的にお答えさせていただきますと、道路課が都市整備と調整をいたしまし

て、まちづくり計画部の都市計画課の担当の職員も交通計画に関して説明が必要であれば文書いただかなく

てもその場に参加するように、私のほうから指示はさせていただきたいとこのように考えております。 

 

＜松尾市長＞ 

ご指摘いただいたような行政の縦割りですね、また市民の方に何か要請するというようなことは、私自身、

市役所の在り方としては全くそういう在り方を目指しておりませんし、そんなことあってはならないという

立場です。そんな中で、いろいろとこれまでのやりとりの中で失礼があったら大変申し訳なく思いますし、そ

こは信頼関係の基で仕事を進めていく必要があると思っておりますので、きちんと今後に向けてはその辺り

を注意しながら進めてまいりたいと思います。 

 

＜手広片岡町内会 笠嶋会長＞ 

市役所の中に、階段の昇り口に書いてありますよね。鎌倉市はこういうことをやりますということで、縦割

りをやめてどうのこうのという、その謳い文句に書いてあるのですが、それが職員の人たちに全く徹底されて

いないと私は感じます。ぜひ、その辺の改善をお願いします。 


